
 
 

 

一 

 
 

 

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
五
条
中
「
百
二
十
八
」
を
「
百
二
十
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
条 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
る
審
議
会
等
及
び
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ 

 

る
地
方
支
分
部
局
の
整
理
及
び
合
理
化
を
図
る
た
め
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の 

 

と
す
る
。 

 

別
表
第
一
総
理
府
の
項
中
「
総
務
庁
」
、
「
北
海
道
開
発
庁
」
、
「
経
済
企
画
庁
」
、
「
科
学
技
術
庁
」
、
「
沖
縄
開
発 

庁
」
及
び
「
国
土
庁
」
を
削
り
、
同
表
文
部
省
の
項
中
「
文
部
省
」
を
「
文
化
科
学
省
」
に
改
め
、
同
表
厚
生
省
の
項
中
「
厚 

生
省
」
を
「
国
民
生
活
省
」
に
改
め
、
同
表
建
設
省
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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縄
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附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

肥
大
化
し
、
か
つ
、
硬
直
化
し
た
行
政
機
構
を
変
革
し
、
行
政
が
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
そ
の
役
割
を
効
率
的
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
審
議
会
等
及
び
地
方
支
分
部
局 

を
整
理
及
び
合
理
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
各
省
庁
の
統
廃
合
に
伴
い
、
官
房
及
び
局
の
総
数
の
最
高
限
度 

を
百
二
十
八
か
ら
百
二
十
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


